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◎　長崎県病院企業団規程	 　　所管課（室）名
　・長崎県病院企業団財務規程の一部を改正する規程  長崎県病院企業団

　長崎県病院企業団財務規程の一部を改正する規程をここに公表する。
　　令和３年３月31日

長崎県病院企業団企業長　米倉　正大　
長崎県病院企業団管理規程第２号
　　　長崎県病院企業団財務規程の一部を改正する規程
　長崎県病院企業団財務規程（平成21年長崎県病院企業団管理規程第21号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

長崎県病院企業団規程

改正後 改正前

（病院長への委任並びに総務部長及び事務部長等の決裁） （病院長への委任並びに総務部長及び事務部長等の決裁）
第３条　企業長は、次の各号に掲げる病院の財務に関する事
務を当該病院の病院長に委任する。

第３条　企業長は、次の各号に掲げる病院の財務に関する事
務を当該病院の病院長に委任する。

⑴～⑷　略
⑸　債権の譲渡の承認に関すること。
⑹　略

⑴～⑷　略
⑸　指名債権の譲渡の承認に関すること。
⑹　略

（企業出納員） （企業出納員）
第４条　企業団の業務に係る出納その他の会計事務をつかさ
どらせるため、本部及び病院に企業出納員を置く。

第４条　企業団の業務に係る出納その他の会計事務をつかさ
どらせるため、本部及び病院に企業出納員を置く。

２　企業出納員は、次の表の左欄に掲げる箇所にあっては、
同表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

２　企業出納員は、次の表の左欄に掲げる箇所にあっては、
同表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

箇所 企業出納員に充てる者 箇所 企業出納員に充てる者

本部 総務部次長の職にある者（ただし、総務部次長
が欠けたときは総務部長の職にある者）　 本部 総務部長の職にある者

病院 総務課長（地域病院及び附属診療所にあっては
事務長）の職にある者 病院 総務課長（地域病院及び附属診療所にあっては

事務長）の職にある者

（入札の公告） （入札の公告）
第127条　略
２　略
３　契約担任者は、地令第167条の10の２第１項に規定する
総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げ
る事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法に
よる旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基
準について公告しなければならない。

第127条　略
２　略
３　契約担任者は、地令第167条の10の２第３項に規定する
総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げ
る事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法に
よる旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基
準について公告しなければならない。

（契約書） （契約書）
第143条　契約担任者が契約をしようとするときは、おおむ 第143条　契約担任者が契約をしようとするときは、おおむ
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ね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手
方とともに記名押印しなければならない。

ね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手
方とともに記名押印しなければならない。

⑴～⑻　略
⑼　契約不適合責任
⑽～⑾　略

⑴～⑻　略
⑼　かし担保責任
⑽～⑾　略

（履行遅滞に対する違約金） （履行遅滞に対する違約金）
第149条　契約担任者は、請負者等の履行遅滞があったとき
は、次の各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約
金を徴収しなければならない。ただし、その契約及び取引
上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰すること
ができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第149条　契約担任者は、請負者等の履行遅滞があったとき
は、次の各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約
金を徴収しなければならない。ただし、天災事変等により
やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

⑴　建設工事契約金額に対し年2.5パーセント
⑵　物件の購入未納部分の代金に対し年2.5パーセント
⑶　略

⑴　建設工事契約金額に対し年2.6パーセント
⑵　物件の購入未納部分の代金に対し年2.6パーセント
⑶　略

（権利義務の譲渡等の制限） （権利義務の譲渡等の禁止）
第150条　略 第150条　略

（催告による契約の解除） （契約の解除）
第152条　契約担任者は、請負者等が次の各号の一に該当す
る場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、その契約を解除すること
ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の
不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で
あるときは、この限りでない。

第152条　契約担任者は、請負者等が次の各号の一に該当す
る場合は、その契約を解除することができる。

⑴　履行期限内に契約を履行しないとき又は履行期限経過
後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めら
れるとき。

⑴　請負者等の責めに帰する理由により履行期限内に契約
を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認
められるとき。

⑵～⑷　略 ⑵～⑷　略
⑸　正当な理由なく、引き渡された目的物（引き渡しを要
しない場合にあっては、契約担当者が完了確認した給付
（無形目的物）をいう。）の種類、品質又は数量に関して
契約不適合がある場合の履行の追完がなされないとき。

（新設）

⑹　略 ⑸　略
（削除） ２　契約担任者は、前項の規定により契約を解除しようとす

るときは、契約解除通知書（様式第58号）によりその旨を
請負者等に通知しなければならない。
３　契約担任者は、契約を解除した場合において必要がある
ときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認め
る対価を支払い、これを引き受けることができる。

（催告によらない契約の解除） （新設）
第152条の２　契約担任者は、契約の相手方が次の各号のい
ずれかに該当する場合においては、催告その他の手続を要
することなく、直ちにその契約を解除することができる。
⑴　契約を履行できないことが、明らかであるとき。
⑵　契約の相手方が、その契約の債務の全部の履行を拒絶
する意思を明確に表示したとき。
⑶　契約の相手方の債務の一部の履行が不能である場合又
は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは
契約をした目的を達することができないとき。
⑷　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時
又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達
することができない場合において、契約の相手方が履行
をしないでその時期を経過したとき。
⑸　前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務
の履行をせず、契約担任者が前条の催告をしても契約を
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがない
ことが明らかであるとき。
⑹　契約の相手方が、その催告による解除権によらないで



― 3 ―

令和３年３月31日　水曜日 長 崎 県 公 報 号　外（５）

　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。

その契約の解除を申し出たとき。
（解除に伴う措置）
第152条の３　契約担任者は、第152条及び前条の規定により
契約を解除しようとするときは、契約解除通知書（様式第
58号）によりその旨を契約の相手方に通知しなければなら
ない。
２　契約担任者は、契約を解除した場合において必要がある
ときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認め
る対価を支払い、これを引き受けることができる。

　様式第22号、様式23号、様式第24号及び様式25号中「十八・親和銀行」及び「親和銀行」を「十八親和銀行」に改める。
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